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令和６年 第６回大和村定例農業委員会総会議事録 
 
１ 開催日時 令和６年６月２５日（火） ９：００ ～ １０：３０ 
 
２ 開催場所 役場 第３会議室 
 
３ 出席者 
農業委員（５名） 

 １番 勝 三千也     ２番 藤村 秀久 
 ３番 玉野 公和     ４番 國副 八重子 
 ５番 上村 太一 
  
 農地利用最適化推進委員（２名） 
 
    泉 富保    坂元 龍馬 
  
４ 議事日程 
   

日程第１ 会議録署名委員の指名 
 

  日程第２ 会期の決定について 
 
日程第３ 諸般の報告 
 
日程第４ 協議 

議案第１０号 農地法第３条許可申請について（国直地区） 
議案第１１号 非農地証明願いについて（湯湾釜地区） 

 
 

 
日程第５ 各農業委員・推進委員活動報告 
 
日程第６ 事務連絡 
 
日程第７ その他 
 
 

閉会 
 
農業委員会事務局職員 
 
  事務局長 福本 新平 
  農地主事 菊地 諒 
  臨時職員 満 清久 
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議長  
 
 
 
事務局 
 
 
 
 
 
委員 
 
 
議長 
 
 
委員 
 
議長 
 
 
委員 
 
議長 
 
 
 
 
 
 

日程第１ 会議録署名委員の指名を行います。大和村農業委員会会議規則第１９条第
３項の規定により，会長において指名いたします。これにご異議ありませんか。 
   

異議なし。 
 
 異議なしと認めます。それでは４番 國副委員、５番 上村委員の両氏を本日の署名 
委員に指名いたします。両氏は，よろしくお願いいたします。 
 
（会期の決定） 
 日程第２ 会期についてお諮りいたします。 
 会期については本日１日間といたしたいと思いますが，これにご異議ございませんか。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認めます。よって会期については，本日１日間といたします。 
 
 日程第３ 事務局より諸般の報告を求めます。 
 
 前回の第５回総会以降の諸般の報告につきましては，各農業委員のお手元にお配りし 
た資料のとおりであります。以上で諸般の報告を終わります。 
 

  続きまして、日程第４ 議案第１０号 農地法第３条第１項の規程による許可申請（国
直地区）について提案をいたします。議案第１０号の内容説明を事務局から現地調査報告
を泉推進委員からお願いいたします。それでは，事務局より内容説明をお願いします。 
 
（議案第１０号について内容説明） 
議案第１０号につきまして，農地法第３第１項の規定による許可申請が令和６年５月３

１日に申請，同日受付しております。譲渡人が○○○○（大和村在住），譲受人が○○
○○（奄美市在住）で所有権の移転です。許可を受けようとする所在地は，大和村大字
国直○○○○。地目は登記簿，現況共に畑です。広さは○○○○㎡です。 

 
現地調査報告は，譲受人の親族の宅地沿いの農地で自家菜園の規模を拡大したいとのこ

とで，売買予定とのことでした。転用の予定もなく問題ないと思います。 
 
それでは議案第１０号，農地法第３条第１項の規定による許可申請について審査質疑に 

入ります。何かご質問等ございませんか。 
 
自営業で毎日国直に来るので，問題ないと思います。 
 
それでは議案第１０号，農地法第３条第１項の規定による許可申請について原案のとお 

り承認することにご異議ございませんか。 
 
異議なし。 

 
 異議なしと認め，議案第１０号の農地法第３条第１項の規定による許可申請について 
原案のとおり許可することに決定いたします。 
 

続きまして、議案第１１号につきまして，非農地判断について（湯湾釜地区）提案いた
します。該当の農地の所在は大和村大字湯湾釜小字国直辻，川良，宮崎の 20 筆で，計 16,256
㎡です。すべてＢ判定の農地になります。 
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事務局 
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議案第１１号について審査質疑に入ります。何かご質問等ございませんか。 
 
（所在地の確認） 
 

 それでは議案第１１号の非農地判断（湯湾釜地区）の許可について原案のとおり承認す
ることにご異議ございませんか。 
 
異議なし。 

 
異議なしと認め，議案第１１号の非農地判断（湯湾釜地区）の許可について原案のと

おり許可することに決定いたします。 
 
 続きまして、日程第５ 各農業委員・推進委員活動報告を２番 藤村委員より順次お願 
いします。 

 
農業委員活動報告 
 
以上で，活動報告を終わります 

 
続きまして，日程第６ 事務連絡をお願いします。何かございませんか。 

  
 ・農業生産法人報告書 
 
 続きまして，日程第７ その他 何かございませんか。 

 
 ・すももの生育について 
 ・農業者年金について 
 ・所有者不明農地制度の周知 
 
以上で、令和６年第６回定例農業委員会総会を閉会いたします。 
 
 
議事録署名委員  ４番委員（國副） 
 
         ５番委員（上村） 

 

 


